
東御市告示第29号

東御市女性人財バンク設置要綱を次のように定める。

令和７年３月27日

東御市長 花 岡 利 夫

東御市女性人財バンク設置要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、市の政策及び方針決定の場における女性の参画を促進するため、

東御市女性人財バンク（以下「人財バンク」という。）の設置について、必要な事項を

定めるものとする。

（登録の対象者）

第２条 人財バンクに登録できる者は、市内に在住し、在勤し、又は在学する満18歳以

上の女性で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市政に関心があり、市の審議会等の委員として活動する意欲のある者

(2) 各分野において、専門的な見識若しくは経験のある者又は資格を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

２ 前項の規定にかかわらず、市の一般職の職員（会計年度任用職員を除く。）及び地方

公共団体の議会議員は、対象者から除くものとする。

（登録）

第３条 人財バンクへの登録を希望する者は、東御市女性人財バンク登録申込書（様式

第１号。以下「申込書」という。）を市長に提出するものとする。

２ 前項の規定による申込書の提出は、自薦又は他薦を問わないものとする。ただし、

他薦の場合は、あらかじめ本人の承諾を得るものとする。

３ 市長は、第１項の申込書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と

認めるときは、東御市女性人財バンク登録（決定・不決定）通知書（様式第２号）によ

り審査結果を通知し、東御市女性人財バンク登録台帳（様式第３号。以下「登録台帳」

という。）に登録するものとする。

（登録の期間）

第４条 人財バンクの登録の期間は、人財バンクに登録された者（以下「登録者」とい

う。）の登録が抹消される日までとする。



（登録の抹消）

第５条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消するもの

とする。

(1) 東御市女性人財バンク登録抹消申出書（様式第４号）による登録抹消の申出をし

たとき。

(2) 登録者が、第２条に規定する要件を満たさなくなったとき。

（登録内容の変更等）

第６条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに東御市女性人財バンク登

録内容変更申出書（様式第５号）を市長に提出するものとする。

２ 市長は、前項の規定による申出書の提出があったときは、速やかに登録台帳の内容

を変更するものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、登録の内容が事実に反することが判明したときは、市長

は登録台帳の内容を削除し、又は変更することができる。

４ 市長は、登録台帳の内容を変更したときは、東御市女性人財バンク登録変更通知書

（様式第６号）により登録者に通知するものとする。

（登録台帳の管理等）

第７条 市長は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の規定に基づき、

登録台帳を厳重に管理しなければならない。

（庶務）

第８条 人財バンクの庶務は、市民生活部人権同和政策課において処理する。

（補則）

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和７年４月１日から施行する。



様式第１号（第３条関係）

年 月 日

東御市女性人財バンク登録申込書

（申請先）東御市長

東御市女性人財バンクに登録したいので申し込みます。また、登録した情報を市の機関へ提供するこ

とに同意します。

１ 氏名、住所、生年月日、連絡先等

２ 専門的見識、経験及び関心のある分野

該当する分野に☑を付けてください（複数選択可）

□①まちづくり □②地域活動 □③法律・行政

□④子ども・子育て・家庭 □⑤健康・医療 □⑥社会福祉・障がい福祉・介護

□⑦都市整備 □⑧防災 □⑨商業・工業・観光業・農林水産業

□⑩交通 □⑪ゴミ・環境 □⑫人権・男女共同参画

□⑬教育 □⑭文化芸術・スポーツ □⑮国際交流

□⑯その他

３ 審議会・委員会・協議会等委員就任歴

４ 自由記載欄（保有する資格等）

５ その他

フリガナ

氏 名
生年月日 年 月 日

住 所
〒

連絡先

電話番号
（固定）

（携帯）

メールアドレス

勤務先

（会社名）

（所在地）

（電話番号）

主に会議等に参加できる時間帯

（曜日・午前・午後・夜間等）



様式第２号（第３条関係）

第 号

年 月 日

様

東御市長

東御市女性人財バンク登録（決定・不決定）通知書

年 月 日付けで申請のあった東御市女性人財バンクの登録申請について、

下記のとおり審査結果を通知します。

１ 女性人財バンク登録の決定 可 ・ 不可

２ 女性人財バンクへの登録日 年 月 日



様式第３号（第３条関係）

東御市女性人財バンク登録台帳

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日

氏 名

住 所 番地

連 絡 先

電話 携帯電話

メールアドレス

勤 務 先 等

専門的見識、経

験 及 び関 心の

あ る 分 野 等

備 考



様式第４号（第５条関係）

年 月 日

東御市女性人財バンク登録抹消申出書

（提出先）東御市長

住 所

氏 名

電話番号

東御市女性人財バンクの登録の抹消を申し出ます。



様式第５号（第６条関係）

年 月 日

東御市女性人財バンク登録事項変更申出書

（提出先）東御市長

住 所

氏 名

電話番号

次のとおり東御市女性人財バンクの登録事項の変更を申し出ます。

登録事項 変更前 変更後



様式第６号（第６条関係）

年 月 日

様

東御市長

東御市女性人財バンク登録変更通知書

年 月 日付けで申出のありました、東御市女性人財バンク登録内容を変

更しましたので、お知らせします。


